
適時開示体制の概要 

 

当社は、｢決定基準規程｣に基づき、以下の流れに従って、投資者への適時適切な会社情報の

開示を行っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社各部署・各事業所、各グループ会社 

(必要情報収集) 

経営戦略部、経理部、 

総務部、コーポレート 

コミュニケーション部、当該 

案件担当役員、担当部等 

ＩＲ委員会 

(事務局：コーポレ 

ートコミュニケー 

ション部) 

 

監査部 

経理部担当役員、コーポレート

コミュニケーション部担当役

員、経営戦略部担当役員 

取締役会 

(付議) 

(審議・決議) 

情報取扱責任者、コーポレート

コミュニケーション部担当役

員、コーポレートコミュニケー

ション部長 

監査役会 

(企業情報開示体制

及び内容の監査) 

東京証券取引所 

(決定事実、発生事実、決算に

関する情報等の適時開示) 

当社ホームページ 

(掲載) 

(適時開示検討及び準

備) 

(内部業務監査) 


